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竹内 健蔵 東京女子大学現代教養学部教授
田島 夏与 立教大学経済学部教授
田村 亨 北海商科大学商学部教授
羽藤 英二 東京大学大学院教授
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２－２ 社会資本整備審議会道路分科会 第１６回事業評価部会 議事概要
◇開催概要
日 時：平成３０年３月１６日（金）１５:００～１７:１５
議 題：[審議事項]有料道路事業を活用した道路整備について

◇審議対象
①有料道路事業の導入・変更関係
国道468号首都圏中央連絡自動車道 大栄JCT～松尾横芝：有料事業費の変更 他３路線

②４車線化関係（再評価）
国道468号首都圏中央連絡自動車道 久喜白岡JCT～大栄JCT：車線数の増 他２路線
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一般国道４６８号 首都圏中央連絡自動車道（久喜白岡ＪＣＴ～大栄ＪＣＴ） [車線数の増（４車線化）]

出典：社会資本整備審議会道路分科会 第１６回事業評価部会（H30.3.16）



3出典：社会資本整備審議会道路分科会 第１６回事業評価部会（H30.3.16）



4出典：社会資本整備審議会道路分科会 第１６回事業評価部会（H30.3.16）
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国土交通省事業評価部会審議結果について

２．部会審議結果

事務局より、有料道路事業の実施主体、施行区分及び車線数の増について説明し、委員から「有料

道路事業の事業主体、施行区分および車線数の増については、妥当である」とのご意見をいただいた。

このことから『国土交通省所管公共事業の再評価実施要領』および『道路事業・街路事業に係る再

評価実施要領細目』の規定に基づき、当該事業の再評価手続きが行われたものと位置付けられること

から、この結果について事業評価監視委員会に報告を行う。

《参考》 国土交通省関東地方整備局（圏央道_共同事業者）

平成３０年度第１回事業評価監視委員会（平成３０年７月５日開催）にて報告済み

■再評価実施要領等について

国土交通省所管公共事業の再評価実施要項（平成30年3月30日施行）抜粋

第４の１ 再評価の実施手続き

（５）高速自動車国道の暫定区間の車線数の増加に係る事業については、本省等の学識経験者等から構成される委員会等での

審議を経て、整備計画の変更を行った場合には、再評価の手続きが行われたものとして位置付けるものとする。

道路事業・街路事業に係る再評価実施要領細目（平成30年3月21日施行）抜粋

第３の２ 高速自動車国道の暫定区間の車線数の増加に係る事業の再評価の実施

実施要領第４の１（５）に定められた「高速自動車国道の暫定区間の車線数の増加に係る事業」とは、高速自動車国道と

密接に関連し、暫定区間の車線数の増加を行うその他の道路を含む区間とする。

この場合、地方公共団体に意見を聴いた上で、当該事業区間の整備計画の変更等をもって、当該事業の全区間で再評価手

続きが行われたものと位置づけるものとする。

また、当該規定に基づいて審議が行われた場合には、その結果を事業評価監視委員会に報告するものとする。


